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初めて、この冊子を手に取っていただいた方の中に
は、まちづくり活動、市民活動と言うと「まちの活性
のために何か特別なことをしなければならない」と
難しく考えてしまっている方もおられるかもしれま
せん。しかし、まちづくりの入り口はもっと気軽で、
「気になること」「興味があること」から始める趣味の
延長のようなものと考えてもらえたらいいなと思っ
ています。

何か始めたいと思ったら、まずは市民交流センターにご相談ください。



０１．もりまっちってなに？

この冊子は、まちづくりや市民活動の「今」を知り、ひとりでも多くの人が守山市の「未来」につ
いて考え、新たな一歩を踏み出すきっかけとなればという思いで発行しています。

また近年、人口減少や少子高齢化などの社会情勢は目まぐるしく変化し、様々な地域課題に対
して適切に対応することが求められています。
しかしながら、多様化・複雑化・深刻化する課題を、市民、市民活動団体、事業者、行政等が単独
で解決することは年々難しくなってきています。
そこで、多様な主体がそれぞれの得意分野や特性を生かして、役割分担をし、ともに考え協力し
ながら地域課題に取り組む「協働」が、守山市でも重要となっています。

そういった社会情勢も踏まえ、市民活動やまちづくり、そして「協働」の重要性や必要性を感じ
ていただくきっかけに、この冊子がなれることを期待しています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〇現在市民活動を行っている方へ
平素より、守山市の協働のまちづくりの推進にご協力いただき、心より感謝申し上げます。
この冊子が、守山で活動する皆さまにとって、新しい他団体との出会いや、市の支援機能の
活用など、活動のお役に立つことができれば幸いです。活動を行うにあたり、何かお困りごとが
ございましたら、いつでも、どんなことでも守山市民交流センターまでご相談ください。

〇市民活動やまちづくりに興味はある方へ
ぜひこの冊子を読んで、最初の一歩を踏み出してほしいです。あなたが市民活動やまちづくり
に興味を持ち始めたきっかけとなる出来事が何かあったはずです。あなたがやらなくても、
どこかで、誰かが解決してくれるかもしれません。しかし、あなたにしかできないことがきっと
あるはずです。守山市民交流センターではそういった皆さまの最初の一歩を全力で応援します。

〇なんとなくこの冊子を手に取った方へ
誰しもが必ず市民活動やまちづくりに興味を持つわけではありません。しかし、自分には関係
ないと手を放すのではなく、一回だけこの冊子を最後まで読んでみてください。当事者であ
る必要はありません。ただあなたが住む守山をもっと多くの人に愛される素敵なまちにした
いと思って活動している人たちを知るだけでもまちづくりの一歩になります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



02．市民活動ってなに？

そもそも市民活動って何をするどんなことなのか…。
学生運動とか公害反対運動みたいなしっかりとした目的を持った活動のこと…？

市民活動なんてする年齢でもないし暇もないよ！

そんなことはありません！
市民活動に関する疑問にお答えします。

（１）そもそも【市民活動】って？

「市民が営利を目的とせず、自主的に行う公益的な活動」

歴史をたどると、公害反対運動や消費者運動、反戦運動など、政治的や社会的な問題の解決
を目指して行われる活動を【市民活動】と呼び始めたのが始まりですが、現在では、活動のジャ
ンルや目的も多様化しており、多くの方が気軽に【市民活動】を行っています。

(２)どんな活動があるの？

個人の活動

● ゴミ拾い
● 災害ボランティア
● マイボトル運動
● 学校やクラブでの指導
● リサイクル活動
● 近所の草むしり など

個人が日々の生活の中で気
付いたこと、課題に思ったこ
をできる範囲で行うのがボラ
ンティアであり、市民活動の
始まりです。

地縁の活動

≪町内会・自治会≫
●ゴミ収集所の管理
●防犯パトロール
●敬老会
●こども会
≪地域づくり団体≫
●観光を活かした活動
●歴史を活かした活動
●文化を活かした活動
≪各地域団体≫
●社会福祉協議会
●消防団
●交通安全協会 など

目的の活動

≪ボランティア団体≫
●児童への読み聞かせ
●子ども食堂
●環境保護活動
●外国人向け日本語教室
●居場所作り
●親子サロン
●イベント事業
●地域交流の推進
≪NPO法人≫
●保険・医療・福祉
●文化・芸術・スポーツの振興
●人権擁護・平和の推進 など

必ずしも、社会的課題、地域的問題の解決を目的とした活動で
なければいけないわけではありません。

「こんなのがあれば楽しそう」「こんなことができたら嬉しい」そういった
まちがより豊かになるかもしれない思い付きが市民活動の始まりです！



02．市民活動ってなに？

（３）どんな人が活動しているの？
年齢や性別、職業などに関わらず、誰でも取り組むことができるものであり、個人でも団体でも
活動できます。特に守山市では、近年子育て世代を対象とした市民活動団体が増加傾向にある
関係で、市内活動団体の団体代表者や団体構成員の平均年齢も下がってきており、女性の割合
も増えています。

また、現役音大生による活動や、普段は仕事をしながらお休みの日や長期休暇を活用して活動を
行っている方もいます。将来的には、しっかりと収入を得て活動を行いたいけれど、社会的ニー
ズや認知を得るために非営利で活動を始めてみるというケースもあります。

(４) 市民活動って大変そう…
昔と今を比較すると、社会課題や地域問題は大きく変化しており、市民活動が一般的なものと
して定着した１９７０年以前では、市民活動は政治的または社会的な問題の解決を直接的に解決
しようとする政治運動や社会運動のことを指しており、より強い目的意識を持って活動を行って
いました。

これまでの先人たちの活動により徐々に様々な課題や問題が解決され、まだまだ課題は残るも
のの、そういった目的意識を持った複数人による活動は少なくなっています。

現代社会において、個人の価値観やライフスタイルの多様化により、ひとりひとりが感じる課題
や問題も多様化する中で、行政は公平かつ均一的な解決やサービスを基本としていることなど
から、これまでの行政のノウハウ、専門性や枠組みだけでは、現代社会で発生する新たな課題の
解決が難しい場面も多くなってきています。

数ある地域課題の中で、行政では対応できない課題や問題をその地域に住む住民自ら解決し
ていこうというのが現代の市民活動です。

そのため、幅広いジャンルの市民活動が存在しており、活動対象や活動規模も幅広く小規模で
活動を行っている団体がほとんどです。自分たちの身の周りで困ったことや、こうなればいいな
と思ったことを、個人または同じ思いを持つ数人で、自分たちのできる範囲で始めるのが現代の
市民活動であるため、それぞれのライフスタイルや熱量に合わせて活動を行うことができます。



0３．市民活動団体ってなに？

市民活動団体って何をするの？
市民活動団体はボランティアだから１円もお金をもらってはいけないの？

市民活動団体の運営資金はどうやって確保するの？

誤解が多い「市民活動団体」のリアル…。
全てお答えします！

（１）そもそも【市民活動団体】って？

「市民活動を継続的・組織的に取り組む団体」

地域自治を行っている自治会をはじめ、法人格を持つ団体（NPO法人、認可地縁団体等）や
ボランティアの任意団体そして趣味サークルなど市民活動が多様化する中で、活動団体の形もそ
れぞれが活動を行いやすい形で多様化しています。

(２)NPOってどういう意味？
NPOは「Non Profit Organization」の略で、「利益」ではなく、社会的な目的や使命（ミッ
ション）の「達成」を目指し活動する「非営利」団体のことを指す言葉です。

NPOを理解するうえで重要なポイント

収益を目的とせず、
利益を分配しない団体である。

サービスなどを全て無料・無償で
提供しているわけではない。

特定の誰かのためではなく、
誰に対しても開かれた

公益活動を主とする団体である。

広義のNPO

社団法人・財団法人
学校法人等

労働組合
協同組合

NPO法人
任意団体

認可地縁団体
町内会

大

小

≪

規
模≫

公益的 共益的

狭義のNPO

（３）市民活動団体はボランティア（完全無償）じゃないといけないの？
市民活動の要件として「市民が営利を目的とせず、自主的に行う公益的な活動」と定義していま
すが、ここでいう「非営利」は、利益を上げてはいけないということではなく、「利益を構成員（会
員等）で分配しない」ことを意味します。つまり、参加者にサービスの対価としてお金を徴収する
ことも可能です。
活動の中で出た利益は、活動の継続や拡大のために使ったり、団体構成員へ給料支払うこと

もできます。



0３．市民活動団体ってなに？
（４）法人格を持つ団体と持たない団体は何が違うの？
市民活動団体の中には、法人格を持って活動する団体（NPO法人、一般社団法人等）と法人格
を持たないで活動する団体（任意団体）があります。

法人格を持たない任意団体では、団体名義での契約や資産の所有などはできません。
業務委託や事務所の借用、寄付の受付管理等で不都合が生じる場合があります。

逆に法人格を持つと上記のような不都合は解消されますが、定期的な届出や登記などの義務、
法人税等が必要となることがあります。
双方それぞれにメリット、デメリットがあり、活動の規模感や将来像を考えながらご自身の活動
にあった形で運営していくことが大切です。

NPO法人 一般社団法人 任意団体

法人格 あり あり なし

契約・所有 団体名義 団体名義 個人名義

設立方法 所轄庁の承認を経て
法務局に登記

法務局に登記 自由に設立可能

設立に必要な人数 １０人以上 ２人以上 何人でも可

設立費用 なし 約110,000円 なし

設立にかかる期間 ２ヶ月程度 ２～３週間 なし

法人税 非営利事業：なし
収益事業：あり

非営利事業：なし
収益事業：あり

なし

所轄庁への報告義務 あり なし なし

情報公開の義務 あり なし なし

ちなみに、表に書いてある法人格以外にも、働く人達みんなが出資、経営に参加
し、自分たちで仕事を作り出す組織の形して「労働者協同組合」や、社会課題の
解決を目的としたビジネスの形として「ソーシャルビジネス」、地域の人々のニー
ズを満たすために地域内で展開される事業の形として「コミュニティビジネス」
など様々な団体の形があるよ！

←労働者協同組合についてより詳しく知りたい方はこちら

労働者協同組合の設立等届出に関する詳細はこちら→



0３．市民活動団体ってなに？

（５）市民活動団体が活動を行うための財源はどうなっているの？
市民活動団体は、地域課題の解決を目的に活動を始めるため、そもそも利益が見込める事業で
ないことや、参加費を取っていたとしても低価格なことがほとんどです。
そのため、市民活動団体は様々な財源確保の手段を用いて、活動の継続・拡大を行っています。

それぞれの財源にメリット・デメリットがあり、団体の活動状況や活動規模に応じて、安定した
財源の確保が必要となります。また、ひとつの財源に依存せず、幅広く財源を確保していくこと
が活用の継続には欠かせません。

財源の種類とその自由度および継続性の関係

高 ≪継続性≫ 低

高

≪

自
由
度≫

低

寄 付

会 費

事業収入

助 成 金 補 助 金

委 託 金

０４．コラム①「なんで行政がやらないの？」

市民活動やまちづくりは行政の仕事であって、なぜ自分たち市民が
やらないといけないのかと思われる方もいらっしゃるかと思います。
このコラムではそんな市民と行政の「協働」について少しお話します。

行政の事業決定と実施の仕組み

行政では、社会情勢の変化や住民の意見、要
望等をもとに、問題の背景や将来予測などを踏
まえ、事業内容の企画を行います。企画された
事業は、目的の妥当性、有効性、効率性、公平性
などの視点から事業の優先順位を付け、実施事
業の決定を行います。そういった背景から、事
業実施までに時間を要したり、要件を満たせず
実施にいたらなかったりすることがあります。

市民だからこそできる領域

行政の対応領域に入れるためには、市民の力
が必要です。地域の課題に気付き、放っておけ
ないと思った市民が行動し、それに共感した他
の市民が集い、活動を継続し拡大していく中で、
地域や社会に広くその重要性が認められ初めて、
地域課題・社会課題として認識されます。
行政では手が行き届いていない課題の解決に
向けて動くことは市民にしかできない領域です。

社会的認知

気付き・ほっておけない

仲間で取り組む 社会に広げる

・自治体の政策課題に
・社会全体の課題にこの期間を支えることができるのは「市民社会」！

ここを支える社会技術の必要性
市民性・先駆性

市民活動の領域



０５．市内活動団体事例紹介

NPO法人
(目的の繋がり)

特定非営利活動促進法（NPO法）に基づいて法人格を取得した市民
活動団体です。それぞれが目指す社会の実現を、非営利かつ不特定多
数の人が利益を受ける形での実現を目的として活動しています。

NPO法人滋賀ものづくりネット
代表 浦谷 誠人さん

NPO法人滋賀ものづくりネットについて

子供の工作から、ご年配の匠の趣味まで、年
齢・技術・ジャンルを問わず、自分の手で、もの
づくりをする人を、ものづくり作家としています。
当団体は、滋賀のものづくり作家が日々楽しく、
たくさんの人たちと交流できる環境を応援して
います。

NPO法人滋賀ものづくりネットではどんなこ
とをしているの？

①ものづくり作家の作品発表する場をつくる
活動（例：ものづくりマルシェ・おばけ屋敷）
②ものづくりを楽しむ場をつくる活動（商業施
設の30分ものづくり教室・子供会の工作教室）
③ものづくり作家を行政・企業・個人に紹介す
る活動

NPO法人運営での課題

継続性の難しさです。どれだけ想いがあって
も、ボランティア（無償）で運営はできません。
利益を求める必要はありませんが、人件費、謝
礼、必要な出費、交通費、簿記などの事務費、
継続するには、収入が必要になります。

NPOを立ち上げてよかったこと

ものづくり作家の集まれる組織になれたこと、
書面の製作など面倒な点があるが、
個人として難しいことでも、法人として行政や
企業の方々と契約ができること、
契約ができることで、ものづくり作家の活動が
広がること。

守山市への思い

子供の頃は、夜市や花火大会など、上の世代
の方のおかげで、ワクワクな経験をさせていた
だきました。私も父親になり、今の子供たちへ、
ワクワクな体験を企画する世代へとなりました。
子供たちのワクワクな体験が守山市で続くよう
に努力していきます。

今後の目標

守山では、「おばけ屋敷」、「サンタの家ツクリ
マス」、「ENGLISH LABO」の3事業を行って
います。
メンバーが子育て世代になり、子供たちがもの
づくりを通して、楽しく学んでもらえる。また、
自分の熱中できる「好き」を見つけるお手伝い
ができれば嬉しいです。



０５．市内活動団体事例紹介

一般社団法人
(目的の繋がり)

近年、任意団体が法人化する際に、選択されるケースが多い形態で
す。設立までの期間が短かったり、報告や情報開示の義務がないなど、
一定メリットが高いが、公益性や非営利性に対する信用性はNPO法人
の方が高いため、団体の状況に合わせて選択が必要です。

一般社団法人yourship
代表 綿谷駒太郎さん・梅村亮介さん
一般社団法人法人yourshipについて
社会教育が主軸の団体で、2024年7月に設立し、
社会教育士２名で活動しています。地域課題を解決
する学びのコーディネーターとして、地域や企業、行
政の方々と連携した活動をするために立ち上げまし
た。「人づくり・つながりづくり・地域づくり」とも言
われる社会教育の役割は重要で、多種多様な学び
の場をつくり、教え育てられる『教育』の社会ではな
く、個の良さを発して育てる『発育』の社会の実現の
ため、日々活動しています。

yourshipではどんなことをしているの？
子どもたちに無数の体験機会を生む仕組みづくり
をすすめています。現在はその初期段階として、放
課後の小学校にて、地域住民・団体・企業の方々が
講師として訪れる、小学生向け講座をコーディネー
トしています。学校教育にはない体験を通じ、好き
や得意の気付きにつなげています。
また、県市町村の社会教育関係の研修にてワーク
ショップの企画・運営や、教育・子育てに関わるイベ
ントでの司会進行なども機会をいただいています。

一般社団法人運営での課題
非営利法人として社員に利益の分配ができな
いながらも、収益事業ができてしまうことで、営
利的にみられるため、説明が必要なケースがあ
ります。また、これから活動を広げていく上では、
資金の調達方法が株式会社よりも限定される
ので、事業に求めたいスピード感と合わない場
面がでてくるかもしれません。

一般社団法人を立ち上げてよかったこと

法人格を持ったことで、社会的に信頼が担保
され、企業や行政の方とスムーズにやりとりを
させていただいています。また、一般社団法人
は２名で立ち上げて事業が開始できるので、素
早く意思決定ができます。１年足らずで様々な
場にて機会があるのもそのおかげだと思いま
す。財政面では、取り組んでいる教育事業が非
収益事業として非課税になっていることも助
かっています。

守山市への思い

守山市は地域活動が活発で、個性を活かして
活動している情熱ある方がたくさんいらっしゃ
います。そして、自治会やPTAの活動において
も、多くの大人が子どもたちに関心を持ち、目
を向けていることも、一朝一夕では生まれない
素晴らしい文化だと思います。この恵まれた土
台の上で活動できていることを有難く感じてお
り、私たちもこのあたたかいバトンを未来へ繋
ぐため、情熱を注ぎ、守山の未来づくりに貢献
していきたいです。

今後の目標

現在、小学校で実施している体験講座をベー
スに、さらに多くの守山市の小学校や、社会教
育施設である公民館・図書館にも広げていきま
す。こうした実践を通して、「地域と学校」「大人
と子ども」「学校教育と社会教育」「ひと・もの・
かね」という垣根を越えるモデルを構築し、新し
い学びの場やつながりの場づくりをすすめてい
きたいと思います。



０５．市内活動団体事例紹介

任意団体
(目的の繋がり)

法人格のない団体のことをいい、法律上は「権利能力なき社団」と呼
ばれています。クラブ・サークルやボランティア団体、自治会など、目的
を同じくする人々が集まれば、簡単に作ることができます。
役所への届出や報告は無用ですが、法人格を持たないため、団体名義
での契約や所有は行えません。

令和６年度さんさんまちサポ助成金（旧：市民提案型まちづくり支援事業）採択団体

団体名 事業名

地域サポートプラス実行委員会 町家活用による地域おこし事業

おうみ子ども・若者未来のタネプロジェクト 「学校に行きづらい子どもたちのための育ちと学
びのサポートブック」普及啓発
と不登校の子どもたちを支える 地域のつながり
はぐくみ事業

もりやまこども日本語学習クラブ 日本語指導が必要な外国にルーツを持つこども
達の学習支援事業

こどもの居場所とあそび場
みんなのひみつきち

こどもの居場所とあそび場 みんなのひみつきち

しが木育協議会 木育推進事業およびおもちゃの広場

図書館友の会 市民のための図書館を、市民が考える講座

Bochibochisloth 五感を刺激し、多世代で楽しむことができるアー
ト活動

さづかわ祭り教室 幸津川の「宿」再生および祭り活性化事業

Ludder concerts 滋賀県出身の若手音楽家による「45分のフリー
コンサート」

おむすびイベント企画 人とわんちゃんに優しい：わんちゃんのお世話体
験会

エイブラハム林間学校 子どもと高齢者をつなぐ「元気・チャレンジファー
ム」事業

立入農活クラブ 田んぼや畑で農業体験、地元の小さな畑を地域
で活用

ど真ん中に愛がある。
SHIGA から日本の教育を面白くする会

第一回オモロー授業発表会in滋賀

ママパスポートもりやま ママパスマルシェ in もりやま

守山音楽連盟 守山音楽連盟第６６回研修会

垣根のない音楽会 誰もが一緒に、気軽に心を開いて楽しんで頂ける
「垣根のない音楽会」事業



０５．市内活動団体事例紹介

任意団体
(目的の繋がり)

法人格のない団体のことをいい、法律上は「権利能力なき社団」と呼
ばれています。クラブ・サークルやボランティア団体、自治会など、目的
を同じくする人々が集まれば、簡単に作ることができます。
役所への届出や報告は無用ですが、法人格を持たないため、団体名義
での契約や所有は行えません。

おうみ子ども・若者未来のタネプロジェクト
代表 伊藤 いつかさん

タネプロジェクトについて
2019年に設立。大津市、甲賀市と滋賀県内を動き
ながら活動。2023年度より、守山学園地域連携室と
の協働のもと、守山市を拠点に活動開始。活動目的
は、守山市をはじめ滋賀県内のすべての子ども・若者
が尊重され、健やかに学び育っていける地域社会の
実現に向けて、市民性や専門性それぞれの良さを活
かしたゆるやかなつながりづくりや社会のあたたか
なまなざしを醸成していくこと。社会福祉士国家資格
をもったメンバーが運営している。

タネプロジェクトではどんなことをしているの？
私たちは、県内で3冊の「学校に行きづらい子ども
たちのための育ちと学びのサポートブック」を発行し
てきました。2024年度は、市民向けの児童思春期精
神医学等に関する勉強会の開催、親子向けのメンタ
ルヘルス予防イベントを開催しました。これまでの活
動を統合し、2025年度からはもりやまエコパークで
「まちのほけんしつ そら」を開催しています。こどもの
権利の啓発や不登校やひきこもり、心身に関するあら
ゆる相談をしています。

任意団体運営での課題
まずは何より自分たちが持ち味を生かし、楽しく無
理なく活動できることを優先で考えています。気楽な
気持ちで社会貢献ができる、経理や事務も簡単で取
り組みやすいです。一方で、自分たちの力量以上の案
件に出会っても、仕事ではないので踏み込まないよ
うにしています。「もっとこうしてあげたい」等と常に
葛藤を抱えますね。だからこそ、活動を支えてくれる
行政や学校の先生方との連携を怠らないようにしよ
うと思っています。

団体を立ち上げてよかったこと
私たちは不登校に関する様々な情報が網羅された
冊子を地域の保護者と共に、地域の助成金で発行し
てきました。その想いが実を結び、2024年度に滋
賀県が「県の責任」で「公的な位置づけ」で同じ内容
のものを発行しました。地道な市民活動がこうして
行政を動かすことを実感し感動しました。必要性を
認め、施策の一つの形として滋賀県が県内の情報を
まとめたことは、県内の不登校の子どもたちの支援
として大変意義深いです。

守山市への思い
守山市は市民活動がしやすいです。市民協働課さ
ん始め、行政や学校の担当の方々にいつも気にかけ
ていただいています。2023年度に「学校に行きづ
らい子どもたちのための育ちと学びのサポートブッ
ク湖南圏域エリア版」を発行した時から常に我々を
応援し伴走していいただき、感謝しています。また
公共施設もきれいで安価で使いやすく、市内様々な
施設を会場として活動を行っています。これからも
ゆったりと楽しく活動していきたいです。

今後の目標
まずは、今年度から新しくスタートした「もりやま
まちのほけんしつ そら」を安定して継続開催できる
ことを頑張りたいです。少しでも、学校に行きづら
い子どもや保護者達が安心して相談できる場所に
なれるようにと願っています。会場はもりやまエコ
パークです。老若男女どなたでもお越しいただけま
すので、ぜひ私たちと交流しに来てください。
ご寄付や賛助会員大募集です。（一口1000円～）



０５．市内活動団体事例紹介

任意団体
(目的の繋がり)

法人格のない団体のことをいい、法律上は「権利能力なき社団」と呼
ばれています。クラブ・サークルやボランティア団体、自治会など、目的
を同じくする人々が集まれば、簡単に作ることができます。
役所への届出や報告は無用ですが、法人格を持たないため、団体名義
での契約や所有は行えません。

もりやまこども日本語学習クラブ
代表 奥村 智恵子さん

もりやまこども日本語学習クラブについて
2022年より活動を開始しました。年間20～30
名のボランティアさんにご協力頂き、小学生から高
校生まで計15名ほどの外国語ルーツのこども達の
学習をサポートしています。ボランティアとしては、
学生さんから社会人の方まで、様々な年齢・バック
グラウンドの方々がそれぞれの経験や得意なこと、
思いを活かして協力下さっています。

もりやまこども日本語学習クラブではどんなこ
とをしているの？
毎月3回（土曜日）守山市立図書館にて、毎月1回
（平日）木浜公民館にて、学習会「こどものひろば」を
開き、こども達が持参する学習内容をボランティア
さんにサポート頂いています。学習支援だけでなく、
一緒に会話を楽しんだりカードゲームやボードゲー
ムを楽しんだりと、こどもも大人も和気あいあいと
交流を行っています。また、日本文化・社会に親しむ
イベントとして遠足やクリスマス会なども実施してい
ます。

任意団体運営での課題
日本語支援ニーズのあるこども達やご家庭に、私
達の活動についての情報をいかに届けるかが課題
です。学校訪問や教育委員会を通じて市内の小中学
校に活動チラシをお届けしていますが、ニーズのあ
るこども達により足を運んでもらえるよう工夫して
いきたいと思っています。また、こども達に学習支
援にとどまらずできるだけ多様な経験の機会も創
出することや、独自の財政基盤の構築についても模
索中です。

団体を立ち上げてになってよかったこと
学習会「こどものひろば」に定期的に長期間にわ
たって通うこども達が増え、こども達とボランティア
さんやスタッフの間の信頼関係が深まり、単なる学
習支援の場ではなく温かな交流の場として定着して
きたことを、本当に嬉しく思っています。温かな交流
はボランティアの皆さんの間にも広がっており、今
後も、温かな学習コミュニティーを共に築き、参加す
る皆さんにとって楽しく元気が出る場所として更に
発展できればと願っています。

守山市への思い
未来を生きていくこども達にとって、どのような
環境を整えることが彼らの人生を豊かにするのか。
教育格差が叫ばれる中、「経験する場」をどのように
創出すればいいのか。
私たちの活動は外国語ルーツのこども達にスポット
を当てていますが、こども達を取り巻く課題やそれ
に対して市民としてできることについて、守山市の
皆さんと共に考えていきたいです。

今後の目標
ひとりでも多くの、支援を必要とする外国語ルー
ツのこども達に手を差し伸べたいと考えています。
地域の皆さんからご理解とご協力を頂き、温かな学
習と交流のコミュニティーをこども達・そのご家庭・
ボランティアの皆さんと共に築き、本活動に参加す
る皆さんにとって楽しく元気が出る場所として更に
発展できればと願っています。



06.さんさんまちサポ助成金とは？
（旧：市民提案型まちづくり支援事業）

さんさんまちサポ助成金とは…

市民活動により住みやすさと活力に満ちた地域社会の実現を目的に、市民団体等が自主的、自
発的に取り組むまちづくり活動に対して、その活動に必要となる経費を助成するものです。

誰が何をするときにもらえるの？
守山市民が３人以上の仲間と守山に拠点を置いて守山市の課題解決や、守山市のより良いまち
の実現に向けて、公益性を持ち、利益を求めずに行う活動であれば申請することができます。
※対象団体や対象事業の詳細は下記QRの市HPからご確認ください。

助成対象期間
令和７年４月１日～令和８年３月31日

どんな種類の助成金があるの？
【チャレンジ応援事業】助成額：３万円（補助率１０/１０）
団体または事業立ち上げ２年以内の伴走型支援を必要とする市民公益活動団体が自由なテーマで提案し
た社会的または地域的な課題の解決に資する事業を対象とし助成します。

【まちづくり応援事業】助成額：15万円（補助率10/10)
市民公益活動団体のもつ知識や経験を活かし、自立した活動を展開することで社会的または地域的な課
題の解決に資する事業を対象とし助成します。

【ひとりだち応援事業】助成額：１年目30万円、２年目20万円（補助率10/10)
市民公益活動団体が、地域が抱える課題をビジネスの手法（サービスの受け手から対価を徴収する方法）
により解決する事業を対象とし助成します。

申請期間

【チャレンジ応援事業】
前期募集期間：令和７年４月14日～５月９日
後期募集期間：令和７年8月18日～９月19日

【まちづくり応援事業・ひとりだち応援事業】
令和７年４月１４日～５月９日

審査方法
【チャレンジ応援事業】
書類審査＋ヒアリング（30分程度）

【まちづくり応援事業・ひとりだち応援事業】
書類審査＋公開プレゼンテーション（6/８）

団体を立ち上げ、事業を実施したいと考えたとき、必ず必要となってくるのが資金調
達です。寄付や会費もない状態の中、自費で行うのも１つの手段ですが、支払者の負
担が大きく活動が継続できないリスクが高いため、事業が安定するまではこういった
行政支援をしっかり活用しましょう。

助成金に関するお問合せ

守山市役所環境生活部市民協働課協働推進係（交流センター内）
TEL：077-582-1149
MAIL：shiminkyoudou@city.moriyama.lg.jp

助成金についての詳細はこちら→

mailto:shiminkyoudou@city.moriyama.lg.jp


０７．活動をサポートする行政の事業について

守山市民交流センターでは、市内活動団体がそれぞれが目指す目的の達成に向けて、
安定し継続した活動を行うためのサポート機能や、市内のまちづくりの活性化を目的と
し実施している事業があります。
先ほどご紹介した「さんさんまちサポ助成金」の他にも、様々な目的や課題の解決に
向けて実施している事業をここで少しご紹介します。

（１）市民チャレンジサポートパック
市民が新しくチャレンジするまたは、現在チャレンジしている公益非営利活動に対し、活動のスタート
や継続に必要な様々なサポート機能を集約したもの。
【サポート内容】
・活動場所・拠点の提供サポート
・チラシ・資料作成サポート
・チラシの配布サポート
・事業コーディネートサポート
・SNS運用サポート
・事務書類作成サポート
・市HP内市民チャレンジカレンダーへの掲示
各サポートの詳細は市HPからご確認ください→

（２）さんさんまちサポセミナー
活動継続や団体運営のために必要な知識やスキルを学ぶための様々なカテゴリのセミナーを、
年５回受講費無料で開催しています。興味のあるセミナーのみのご参加でもOKです！
今年度の実施分については、広報は、行政関連施設等へ設置しているチラシおよび下記QRの市HPか
らもご確認いただけます。

【今年度実施予定のセミナー詳細】
・ ９月27日：元新聞記者が伝授！メディアの目に留まる広報術セミナー
・１０月18日：意見を引き出し、まとめる技術─会議を前に進めるファシリテーション
・１２月６日：作れるWS：LOGO Maker〜プロのデザイナーと一緒に伝わるロゴデザインを〜
・ １月24日：なんかダサいを解決！広がる・刺さるSNS用コンテンツを作るポイントセミナー
・ ２月２８日：OKがもらいやすくなる！営業マンも使ってる心理学を使ったトーク術セミナー

より詳しい情報については市HPからご確認ください→

団体を立ち上げて初めて
のイベントでもこのサポー
トパックを活用すると安心
して実施できるよ！

団体活動は、活動のチラシを作ったり、SNSで活動の広報
を行ったり、仲間を集めたり、寄付を集めたりやることが
いっぱい…。そんな団体活動のためのスキルが身につくセ
ミナーです！



０７．活動をサポートする行政の事業について

（３）市民活動団体の基礎ネットワーク（団体データ登録）
市内で活動されている市民活動団体の情報収集とネットワークづくりに取り組んでおり、ご登録いた
だいたデータを用いて、ボランティア先や活動先を探されている個人の方へ紹介したり、団体同士の
マッチングを促進します。
また、希望団体は、市HPや本冊子での団体紹介が可能です。
さらに、定期的に市民活動に関する有益な情報を発信しています。
基礎データを登録して、団体PRや会員募集など活動の幅を広げてみましょう。
【登録団体数：〇〇団体（令和７年〇月時点）】

活動団体基礎データの新規登録はこちらから→

（４）もりやま市民活動フェスタ２０２５
守山市民交流センターの利用団体や市内の公益活動団体が、ステージ発表や展示、体験などを通し
て、より多くの人に団体や活動について知ってもらうためのイベント。ただのお披露目会ではなく、来
場者が楽しめるような企画が盛りだくさんなお祭りです。
開催日：令和７年11月15日（土曜） 午前10時から午後４時まで
会 場：守山市民交流センター（お車でお越しの際は、守山市役所本庁駐車場をご利用ください。）
【今年度参加団体数：41団体】
・ステージ発表・・・13団体
・展示体験団体・・・２８団体
・マルシェブース・・・８～10店舗を予定【昨年度来場者数：６８５名】
素敵な景品がもらえるスタンプラリーや、守山で人気のお土産コーナーなど
楽しめるコンテンツが盛りだくさん！
ぜひ、お気軽にご来場ください！

令和７年度の開催については市HPからご確認ください→
※１０月頃から情報公開いたします。

０８．コラム②「仲間づくりの大切さ」
著者：遠藤惠子さん（まちづくりスポット大津 理事）
何のために仲間づくりをするのでしょう。
地域の課題に気づいた人は一人からでも動き始めます。でもその時に大切なのは、その活動を多くの
人に知ってもらうことです。またその地域の課題を社会へ発信することで、社会的な仕組みができた
りして、多くの人が助けられたりします。
一人では広がりにもならないので社会の課題を解決しようと思うと、多くの仲間になってもらって
知ってもらうことが大切になります。
仲間への呼びかけは、まず誰かに相談する、活動への参加を呼びかける、活動への寄付をお願いする、
声をかけられた人は、課題に気づき、一緒に活動に参加する機会を得られたことになります。そして、
参加して、受益者から喜ばれたり、社会的に制度ができたりすることで、参加者自身の自己満足感が
生まれ、自分自身の変化を得られることになります。
まず手始めに声をかける、チラシなどには募集していることをアピールしておくことは大切です。ただ
アピールする時に、自分たちの活動を端的に伝えることは重要になります。
課題と解決方法を簡潔にまとめて、出会ったときに発信することは大切ですから、呼びかける言葉の
整理をしてみましょう。これは訓練で上手になりますから、練習してみてください。



０９．市内ボランティアカレンダー

市民活動やまちづくりに興味はあるけど、何から始めたらいいのかわからない…。
そんな方はまず、市内でボランティア募集している活動に参加してみるのも◎
興味のあるボランティア活動を見つけたら、まずは守山市市民協働課（528-1149）
までお電話ください。詳しい情報や参加方法をお伝えします。

日時 内容 事務局

令和７年

６/１（日） ほたるを守ろうプロジェクト 認定NPO法人びわこ豊穣の郷

7/27(日) としょかんかざり隊！ 守山市立図書館

8/3(日) ほたるを守ろうプロジェクト 認定NPO法人びわこ豊穣の郷

９/6（土） 2025 びわ湖クリーンキャンペーン 認定NPO法人びわこ豊穣の郷
守山野洲労働者福祉協議会

１０/5（日） ほたるを守ろうプロジェクト 認定NPO法人びわこ豊穣の郷

10/19(日) としょかんかざり隊！ 守山市立図書館

11/15(土) もりやま☆こんにちワーク 守山市社会教育・文化振興課

１１/15（土） 赤野井湾再生プロジェクト 琵琶湖湖底ごみ除去活動 守山市環境政策課

11/15(土) 守山市湖岸清掃運動 守山市環境政策課

１２/７（日） ほたるを守ろうプロジェクト 認定NPO法人びわこ豊穣の郷

12/20（土） あわてんぼうのサンタがおうちにやってきたぁ～！ 守山市社会教育・文化振興課

令和８年

１/12（月） 二十歳のつどい実行委員会 守山市社会教育・文化振興課

2/1(日） ほたるを守ろうプロジェクト 認定NPO法人びわこ豊穣の郷

2/22(日) としょかんかざり隊！ 守山市立図書館

３/１（日） 国際交流の広場 守山市国際交流協会

常設 公民館ほっとステーションサポーター 守山市社会教育・文化振興課

常設 守山市ボランティア観光ガイド協会 守山市商工観光課

常設 守山市スポーツ協会年間ボランティア 守山市スポーツ大会事務局

常設 守山市緑の少年団 守山市土木管理課

常設 図書館サポート隊 守山市立図書館

常設 守山ふれあい出前講座講師 生涯学習・教育研究センター

常設 守山市ボランティアセンター ボランティア登録 守山市社会福祉協議会

常設 外出支援ボランティア「はぁ～と」 運転ボランティア 守山市社会福祉協議会

常設 ファミリー・サポート・センター「まかせて会員・どっちも会員」 守山市社会福祉協議会

常設 生活支援ボランティア活動 ボランティア登録 守山市社会福祉協議会

常設 守山市災害ボランティアセンター
災害ボランティアコーディネーター

守山市社会福祉協議会

常設 いきがい活動ポイント事業 活動者登録 守山市社会福祉協議会

常設 女性人材バンク 守山市人権政策課

常設 健康推進員 守山市すこやか生活課



１０．ボランティアスキル研修カレンダー

ボランティアやまちづくりに参加したいけど、経験や特別なスキルがないから役に立
てるか不安…。そんな方にオススメな、ボランティアやまちづくりを行う中で役に立つ
研修をご紹介します。参加希望の研修については、まずは守山市市民協働課（528-
1149）までお電話ください。

１１．コラム③「仲間集めとその先の未来作り」
著者：遠藤惠子さん（まちづくりスポット大津 理事）
先ほどのコラム②でお話した「仲間集め」について、仲間を集めた先にどういう未来が広がるのかに
ついてここでは少しお話します。
介護保険は2000年に制度ができましたが、介護が社会の問題となったころは、各地で高齢者向けの
支援を多くのボランティアがされていました。滋賀県では琵琶湖の赤潮問題から多くの方々が石けん
運動に参加されて、「滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例」ができました。多くの方の参加が
あって法律ができて、仕組みができる、そういうことによって社会は変化していく、だから仲間づくり
は大切だと思います。
他にも地域の課題から現実の制度になっているものはたくさんあると思いますが、出発点が市民活動
からなのか、官僚が社会の動きを見て法律をつくるのかですね。どちらが良いとはいえませんが、地
域の課題からというのはマイナーですから声をあげないと届きません。ですからそのことに共感してく
れる人を増やし、制度になることで、よりよいまちの未来を作ることに繋がります。

日時 内容 事務局

令和７年

6/26(木) 本おなおし講座 守山市立図書館

10/18（土） ファシリテーター養成講座 守山市市民協働課

9/3(水)
9/12(金)
9/19(金)

おはなしボランティア養成講座

対象：守山市民または市内に在勤・在学の方で、３回の講座

にすべて参加できる方。 図書館サポート隊として登

録し、ボランティアとして活動いただける方。

守山市立図書館

10/1(水)

10/8(水)

10/22（水）

11/12(水)

11/26（水）

音訳ボランティア養成講座

対象：守山市民または市内に在勤・在学の方で、5 回の講座

にすべて参加できる方。 図書館サポート隊として登録

し、ボランティアとして活動いただける方。

守山市立図書館



12．市内施設紹介

団体で行う会議やイベントなどの市民活動でご活用いただける、市関係施設をご紹介
します。使用については、「公共施設予約システム」より申込いただけますが、施設に
よって規定が異なるため、初めてのご予約の場合、ご不明点がございましたら各施設に
ご確認ください。
※令和７年８月現在の料金となります。

生涯学習・教育研究センター（エルセンター）
〒524-0041 守山市勝部三丁目９-１

TEL 583-5558
【開館時間】９:００～１６:４５

【休館日】火曜日・祝日の翌日、年末年始

施設詳細（利用人数目安） 9:00～12:00 13:00～17:00 17:00～22:00

大会議室 全面（（170名） 2,600円 3,300円 4,400円

大会議室 半面（８５名） 1,300円 １,６５０円 2,200円

中会議室（３０名） ５２０円 ６６０円 ７９０円

ミーティングルーム１（１５名） ２６０円 ２６０円 ３９０円

ミーティングルーム２（２０名） ２６０円 ３９０円 ５２０円

学習室（２６名） 1,000円 1,300円 1,600円

活動交流室（20名） ２６０円 ３９０円 ３９０円

小会議室（10名） ２６０円 ２６０円 ２６０円

多目的室（５０名） ９２０円 1,100円 1,500円

多目的グラウンド（屋外） ５８０円 ７９０円 ー

平 日

施設詳細（利用人数目安） 9:00～12:00 13:00～17:00 17:00～22:00

大会議室 全面（170名） 3,900円 5,200円 6,600円

大会議室 半面（８５名） 1,950円 2,600円 3,300円

中会議室（３０名） ７９０円 ９２０円 1,100円

ミーティングルーム１（１５名） ３９０円 ３９０円 ５２０円

ミーティングルーム２（２０名） ３９０円 ５２０円 ６６０円

学習室（２６名） 1,400円 1,800円 2,400円

活動交流室（20名） ３９０円 ５２０円 ６６０円

小会議室（10名） ２６０円 ２６０円 ３９０円

多目的室（５０名） 1,400円 1,700円 2,000円

多目的グラウンド（屋外） ７９０円 １，０００円 ー

休日（土日祝）

※冷暖房費等は別途加算されます。
※入場料やそれに類するものを徴収する場合は、別途使用料金が加算されます。
※詳しくは、市のHPからご確認いただけます。
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公民館 【開館時間】９:00～１６:４５ 【休館日】火曜日・祝日の翌日、年末年始

施設名 住所 連絡先 施設詳細（利用人数目安）

守山公民館 〒524-0013
守山市今宿二丁目５番１５号

583-5229 ・大会議室（８０名）
・図書室（２０名）
・和室（５０名）
・調理室（２０名）

吉身公民館 〒524-0021
守山市吉身三丁目２番８号

583-1650 ・大会議室（100名）
・中会議室（４０名）
・小会議室（２５名）
・和室（４０名）
・調理室（２０名）

小津公民館 〒524-0063
守山市欲賀町901-1

585-３３６６ ・大会議室（８０名）
・会議室（５０名）
・和室（４０名）
・調理室（２０名）
・図書室（８名）

玉津公民館 〒524-0015
守山市矢島町3091

585-4822 ・学習室１（24名）
・学習室２（２４名）
・会議室１（３６名）
・和室（６０名）
・調理室（２４名）
・研修室（80名）

河西公民館 〒524-0011
守山市今市町160

583-2792 ・和室（130名）
・大会議室（６０名）
・小会議室（３０名）
・調理室（２０名）

速野公民館 〒524-0102
守山市水保町2236

585-3953 ・多目的室（100名）
・大会議室（５５名）
・和室（２４名）
・調理室（２０名）

中洲公民館 〒524-0215
守山市幸津川町1043-5

585-2004 ・大ホール（５０名）
・講習室（12名）
・和室（50名）
・調理室（15名）

北公民館 〒524-0103
守山市洲本町1353-２

585-1004 ・大ホール（100名）
・会議室（15名）
・和室（50名）

使用料金 9:00～12:00 13:00～17:00 17:00～22:00

平日 490円 720円 1,800円

休日（土日祝） 1,200円 1,600円 1,800円

※冷暖房費やガス使用費等は別途加算されます。
※入場料やそれに類するものを徴収する場合は、別途使用料金が加算されます。
※詳しくは、市のHPからご確認いただけます。

市民活動団体やNPO法人が、常設の拠点を持って活動を行うの
は大変…。でも、市の関係施設が低価格で使用できるから、拠点
への初期投資や維持費にコストを掛けず、無理なく活動の継続
ができているよ。
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もりやまエコパーク交流拠点施設
〒524-0216 守山市環境学習都市宣言記念公園１-1

TEL 584-4693
【開館時間】９:00～22:00

【休館日】月曜日（祝日を除く）、年末年始、メンテナンス日
【指定管理者】TAC・ナショナルメンテナンス共同事業体

施設詳細 9:00～12:00 13:00～17:00 17:00～22:00

多目的ホール 全面（１時間あたり） ６６０円 930円

多目的ホール 半面（１時間あたり） ３３０円 460円

環境学習室 ７５０円 1,000円 1,250円

工作室 ７５０円 1,480円 1,850円

キッチンスペース（１時間あたり） ２００円

平 日

施設詳細 9:00～12:00 13:00～17:00 17:00～22:00

多目的ホール 全面（１時間あたり） ９９０円 1,300円

多目的ホール 半面（１時間あたり） 490円 ６５０円

環境学習室 1,110円 1,480円 1,850円

工作室 1,110円 1,480円 1,850円

キッチンスペース（１時間あたり） 250円

休日（土日祝）

※営利に関する内容がある場合、湖南四市（守山・草津・栗東・野洲）以外の方が半数以上利用する場合は、
使用料金が２倍になります。
※湖南四市（守山・草津・栗東・野洲）の６５歳以上の方、障がい者が構成者の半数以上の団体が使用する場合は、
料金が半額になります。
※冷蔵庫に係る料金は、基本使用料金の３０％相当分となります。（１０円未満切り捨て）
※詳しくは、「もりやまエコパーク交流拠点施設」のHPからご確認いただけます。

守山市駅前総合案内所（公共施設予約システム×）
〒524-0037 守山市梅田町１番９号

TEL 514-3765
【開館時間】7:30～19:30

【休館日】年末年始
【指定管理者】守山商工会議所

施設詳細 7:30～１９:30

市民交流フロア 無料

※営利や宗教等に関わる内容がある場合は、ご利用いただけません。

市内の色んな地域に、色んな用途で使える施設があるから
交通手段の少ない子どもや高齢者を対象にした活動も行える◎
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守山駅前コミュニティホール（公共施設予約システム×）
〒524-0037 守山市梅田町２番１号セルバ３階 TEL 514-3765

【開館時間】９:00～21:30 【休館日】年末年始
【指定管理者】守山商工会議所

施設詳細（利用人数目安） 9:00～12:00 13:00～17:00 17:30～２１:３０

第１ホール（70名） 3,000円 4,100円 4,100円

第２ホール（２０名） 1,100円 1,500円 1,500円

第３ホール（２０名） 1,100円 1,500円 1,500円

平 日

休日（土日祝）

※冷暖房費は１時間につき100円ずつ別途加算となります。
※営利に関わる内容がある場合は、使用料金が２倍となります。
※詳しくは、「守山市駅前総合案内所」のHPからご確認いただけます。

守山市歴史文化まちづくり館「守山宿・町家“うの家”」
〒524-0022 守山市守山一丁目10-2 TEL 583-2366

【開館時間】9:00～17:00（貸館は22:00まで） 【休館日】第１・第３火曜日、年末年始
【指定管理者】株式会社みらいもりやま２１

施設詳細（利用人数目安） 9:00～12:00 13:00～17:00 17:30～２１：３０

第１ホール（70名） 4,500円 6,150円 6,150円

第２ホール（２０名） 1,650円 2,250円 2,250円

第３ホール（２０名） 1,650円 2,250円 2,250円

施設詳細（利用人数目安） 9:00～12:00 13:00～17:00 17:00～22:00

南蔵 壱階（50名） 900円 1,200円 1,500円

南蔵 弐階（１０名） 200円 300円 400円

南蔵 調理室（５名） 200円 300円 400円

東蔵（10名） ３００円 ４００円 ５００円

和室（10名） ３００円 ４００円 ５００円

平 日

休日（土日祝）

施設詳細（利用人数目安） 9:00～12:00 13:00～17:00 17:00～22:00

南蔵 壱階（50名） 1,400円 1,800円 2,300円

南蔵 弐階（１０名） 300円 ４５０円 600円

南蔵 調理室（５名） ３００円 ４５０円 ６００円

東蔵（10名） ４５０円 ６００円 ７５０円

和室（10名） ４５０円 ６００円 ７５０円

※冷暖房費：１室・・・１時間100円
※営利に関わる内容がある場合、使用料金が２倍となります。
※詳しくは、「守山宿・町家“うの家”」のHPからご確認いただけます。
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守山市中心市街地活性化交流プラザ「あまが池プラザ」
〒５２４－００４１ 守山市勝部一丁目１３-１ TEL 514-２５０５

【開館時間】９:00～１７:００（貸館は22:00まで）
【休館日】第１・第３火曜日、年末年始

【指定管理者】株式会社みらいもりやま２１

施設詳細（利用人数目安） 9:00～12:00 13:00～17:00 17:00～22:00

いきいき活動広場（６０名） 1,200円 1,600円 2,500円

市民ギャラリー半面（２４名） ６００円 ８００円 1,300円

小会議室（１２名） ３００円 ４００円 ５００円

平 日

休日（土日祝）

施設詳細（利用人数目安） 9:00～12:00 13:00～17:00 17:00～22:00

いきいき活動広場（６０名） 2,000円 2,400円 3,800円

市民ギャラリー半面（２４名） 1,000円 1,200円 1,900円

小会議室（１２名） ４５0円 ６００円 ７５０円

※冷暖房費は別途加算となります。
※営利に関わる内容がある場合、使用料金が２倍となります。
※詳しくは、「あまが池プラザ」のHPからご確認いただけます。

下之郷史跡公園（公共施設予約システム×）
〒524-0013 守山市下之郷一丁目12番８号 TEL 514-2511

【開館時間】９:00～１７:００
【休館日】火曜日（祝日を除く）、祝日の翌日、年末年始

施設詳細（１時間あたり） 9:00～12:00 13:00～17:00

多目的室１ 160円 160円

多目的室２ １６０円 １６０円

平 日

休日（土日祝）

施設詳細（１時間あたり） 9:00～12:00 13:00～17:00

多目的室１ ２４０円 240円

多目的室２ 240円 ２４０円

※冷暖房費は別途加算となります。
※詳しくは、「下之郷史跡公園」のHPからご確認いただけます。
※貸館の使用につきましては事前にお問い合わせください。
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大庄屋諏訪家屋敷
〒５２４－００６１ 守山市赤野井１７１番地１ TEL 516-８１６０

【開館時間】９:00～１７:００
【休館日】火曜日（祝日の場合はその翌日）、年末年始

【指定管理者】公益財団法人守山市文化体育振興事業団

施設詳細 9:00～12:00 13:00～17:00

主屋１・主屋２ ７５０円 1,000円

茶室 1,800円 2,400円

平 日

休日（土日祝）

施設詳細 9:00～12:00 13:00～17:00

主屋１・主屋２ 1,200円 1,500円

茶室 2,700円 3,600円

※冷暖房費は別途加算となります。
※書院の貸館を希望される場合は事前にお問合せください。
※詳しくは、「大庄屋諏訪家屋敷」のHPからもご確認いただけます。

中山道街道文化交流館「筆忠」（公共施設予約システム×）
〒５２４－００22 守山市守山一丁目8-14 TEL 050-5516-7991

【開館時間】１０:00～１７:００
【休館日】月曜日、木曜日（祝日は開館）

【管理者】本町自治会

貸館時間 10:30～16:30

スペース１（2名～15名） １年間登録料：1,000円
※１年間＝４月１日～翌年３月31日
※登録期間内は、何度でも使用可能スペース２（２名～１５名）

※営利に関する内容がある場合は、ご使用いただけません。

公共施設を予約したいんだけど…

公共施設をご利用いただく場合は、スマートフォンやパソコン等
から、空き状況の確認や予約ができる「公共施設予約システム」か
らのみ、ご予約が可能です。
システムのご利用には、事前の利用者登録が必要です。
右のQRコードからシステムにアクセスできます。
また、初回利用時には、本人確認等が必要となる場合がございま
すので、詳しくは各施設にお問い合わせください。
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守山市立図書館
〒５２４－0022 守山市五丁目３番17号 TEL 583-1639

【開館時間】10:00～19:００
【休館日】月曜日（祝日を除く）、祝日の翌日、資料整理日（原則第１金曜日）、年末年始

【本の森】施設詳細 10:00～12:00 13:00～15:00 15:00～17:00 17:00～19:00

集会室全面（４８名） 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円

集会室１（２４名） ５００円 ５００円 ５００円 ５００円

集会室２（２４名） ５００円 ５００円 ５００円 ５００円

平 日

休日（土日祝）

【本の森】施設詳細 10:00～12:00 13:00～15:00 15:00～17:00 17:00～19:00

集会室全面（４８名） 1,600円 1,500円 1,500円 1,600円

集会室１（２４名） ８００円 ７５０円 ７５０円 800円

集会室２（２４名） ８００円 ７５０円 ７５０円 800円

※営利に関する内容がある場合は、使用できません。

【つながる森】
【木もれび広場】
施設詳細

９:00～12:00 13:00～15:00 15:00～17:00 17:00～19:00 19:00～21:00

多目的室（１２０名） 1,500円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円

活動室（２４名） ７５０円 ５００円 ５００円 ５００円 500円

スタジオ（１０名） ９００円 ６００円 ６００円 ６００円 ６００円

ギャラリー ３００円 ２００円 200円 ２００円 ２００円

平 日

休日（土日祝）

【つながる森】
【木もれび広場】
施設詳細

９:00～12:00 13:00～15:00 15:00～17:00 17:00～19:00 19:00～21:00

多目的室（１２０名） 2,300円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円

活動室（２４名） 1,200円 ７５０円 ７５０円 ７５０円 ７５０円

スタジオ（１０名） 1,350円 900円 900円 900円 900円

ギャラリー 450円 300円 300円 300円 300円

※営利に関する内容がある場合および他市（草津・栗東・野洲を除く）の方が半数以上の場合は、使用料が２倍に
なります。
※市内在住、在勤または在学の障がい者、65歳以上、１８歳以下の方が利用の場合は、使用料が半額になります。
※冷暖房費は別途加算となります。
※詳しくは、「守山市立図書館」のHPからも、ご確認いただけます。

【開館時間】９:00～21:００
【休館日】年末年始
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守山市民ホール
〒５２４－0051 守山市三宅町125 TEL 583-2532

【開館時間】９:00～17:００
【休館日】火曜日、祝日の翌日、年末年始

【指定管理者】公益財団法人守山市文化体育振興事業団

施設詳細（利用人数目安） 9:00～12:00 13:00～17:00 １８:00～21:30

大ホール（1300名） 36,500円 51,100円 73,100円

小ホール（３００名） 7,200円 9,600円 14,500円

練習室１（10名） 1,200円 1,600円 1,900円

練習室２（１８名） 1,200円 1,600円 1,900円

リハーサル室（１３５名） 4,200円 5,700円 7,200円

会議室（１６名） 1,700円 2,400円 2,900円

学習室１（９４名） 2,400円 3,100円 4,000円

学習室２（４０名） 1,200円 1,500円 1,800円

学習室３（３０名） 840円 1,000円 1,300円

調理実習室（２４名） 1,900円 2,600円 3,300円

工芸室（１８名） 1,200円 1,600円 2,000円

展示室 4,100円 5,600円 6,900円

平 日

休日（土日祝）

施設詳細（利用人数目安） 9:00～12:00 13:00～17:00 １８:00～21:30

大ホール（1300名） 54,750円 76,650円 109,650円

小ホール（３００名） 10,800円 14,400円 21,750円

練習室１（10名） 1,800円 2,400円 2,850円

練習室２（１８名） 1,800円 2,400円 2,850円

リハーサル室（１３５名） 6,300円 8,550円 10,800円

会議室（１６名） 2,550円 3,600円 4,350円

学習室１（９４名） 3,600円 4,650円 6,000円

学習室２（４０名） 1.800円 2,250円 2,700円

学習室３（３０名） 1,260円 1,500円 1,950円

調理実習室（２４名） 2,850円 3,900円 4,950円

工芸室（１８名） 1,800円 2,400円 3,000円

展示室 6,150円 8,400円 10,350円

※冷暖房費は別途加算となります。
※詳しくは、「市民ホール」までお問い合わせください。
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守山市民運動公園
〒５２４－0051 守山市三宅町100 TEL 583-5354

【開館時間】９:00～１７:００
【休館日】火曜日、祝日の翌日、年末年始

【指定管理者】公益財団法人守山市文化体育振興事業団

【市民体育館】
施設詳細（１時間あたり）

9:00～17:00 17:00～22:00

大アリーナ 全面 1,600円 2,800円

大アリーナ 半面 ８００円 1,400円

多目的アリーナ 全面 1,000円 1,400円

多目的アリーナ 半面 ５００円 ７００円

弓道場(貸し切り) ６００円 ８４０円

平 日

休日（土日祝）

※冷暖房費は別途加算となります。
※弓道場は個人利用料金もあります。
※会議室・控室等、備品、照明等についてはお問い合わせください。
※入場料やそれに類するものを徴収する場合は、別途加算になります。

【市民球場】
施設詳細

6:00～17:00
（１時間あたり）

全面 2,200円

外野（人工芝） 1,500円

平 日

休日（土日祝）

【市民球場】
施設詳細

6:00～17:00
（１時間あたり）

全面 3,300円

外野（人工芝） 2,300円

【市民体育館】
施設詳細（１時間あたり）

9:00～17:00 17:00～22:00

大アリーナ 全面 2,400円 4,200円

大アリーナ 半面 1,200円 2,100円

多目的アリーナ 全面 1,500円 2,000円

多目的アリーナ 半面 7５０円 1,000円

弓道場(貸し切り) 9００円 1,200円
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平 日

休日（土日祝）

平 日

休日（土日祝）

【運動公園テニスコート】
施設詳細（人工芝８コート）

６:00～21:00
(１時間あたり)

６:00～21:00
（１時間あたり）
※照明使用料込

１コート ６６０円 1,100円

平 日

休日（土日祝）

【運動公園テニスコート】
施設詳細（人工芝８コート）

６:00～21:00
(１時間あたり)

６:00～21:00
（１時間あたり）

※夜間照明使用料込

１コート 990円 1,400円

【市民スポーツ広場】
施設詳細（３コーナー）

６:00～１８:00
(１時間あたり)

17:00～21:00
（３時間あたり）
※照明使用料込
※１コーナーのみ

17：00～21：00
（4時間あたり）
※照明使用料込
※１コーナーのみ

１コーナー １４０円 2,200円 2,940円

【市民スポーツ広場】
施設詳細（３コーナー）

６:00～１８:00
(１時間あたり)

17:00～21:00
（３時間あたり）
※照明使用料込
※１コーナーのみ

17：00～21：00
（4時間あたり）
※照明使用料込
※１コーナーのみ

１コーナー １９０円 3,300円 4,400円

【ソフトボール場】
施設詳細

６:00～２１:00
(１時間あたり)

６:00～２１:00
（1時間あたり）
※照明使用料込

全面 ３４０円 1,240円

【ソフトボール場】
施設詳細

６:00～２１:00
(１時間あたり)

６:00～２１:00
（1時間あたり）
※照明使用料込

全面 490円 1,870円
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平 日

休日（土日祝）

【野洲川立入河川公園】
施設詳細

9:00～17:00
（１時間あたり）

芝生広場（サッカー専用） １８０円

クレイ広場 １３０円

平 日

休日（土日祝）

【野洲川立入河川公園】
施設詳細

9:00～17:00
（１時間あたり）

芝生広場（サッカー専用） ２６０円

クレイ広場 １８０円

【立入公園（多目的グラウンド）】
施設詳細

９:00～21:00
（１時間あたり）

９:00～21:00
（１時間あたり）
※照明使用料込

全面 ２００円 1,200円

平 日

休日（土日祝）

【立入公園（多目的グラウンド）】
施設詳細

９:00～21:00
（１時間あたり）

９:00～21:00
（１時間あたり）
※照明使用料込

全面 ３００円 1,800円

【守山市民運動公園施設について】
※利用者が市外区分の場合は、利用料金が変わります。
※入場料やそれに類するものを徴収する場合は、別途加算になります。
※詳しくは、「市民運動公園」HPからもご確認いただけます。

【守山町公園テニスコート】
施設詳細（人工芝２コート）

６:00～２１:00
(１時間あたり)

６:00～21:00
（1時間あたり）
※照明使用料込

１コート 66０円 1,100円

【守山町公園テニスコート】
施設詳細（人工芝２コート）

６:00～２１:00
(１時間あたり)

６:00～21:00
（1時間あたり）
※照明使用料込

１コート 990円 1,400円
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野洲川歴史公園サッカー場（ビックレイク）
〒５２４－0212 守山市服部町2439 TEL 584-3366

【開館時間】９:00～１７:００
【休館日】火曜日、祝日の翌日、年末年始

【指定管理者】公益財団法人守山市文化体育振興事業団

【人工芝A・Bコート】
施設詳細（１時間あたり）

9:00～22:00
（5/1～9/30は7:00～22:00）

１面 4,400円

¾面 3,850円

½面 3,300円

¼面 2,200円

平 日

休日（土日祝）

【人工芝A・Bコート】
施設詳細（１時間あたり）

9:00～22:00
（5/1～9/30は7:00～22:00）

１面 6,600円

¾面 5,770円

½面 4,950円

¼面 3,300円

【天然芝Cコート】
施設詳細

9:00～１７:00

２時間30分まで 14,500円

５時間まで 29,000円

全日 43,500円

平 日

休日（土日祝）

【天然芝Cコート】
施設詳細

9:00～１７:00

２時間30分まで 21,750円

５時間まで 43,500円

全日 65,250円

※利用者が市外区分の場合は、申請可能な月日が変わります。
※照明、クラブハウス、備品等についてはお問い合わせください。
※入場料やそれに類するものを徴収する場合は、別途加算となります。
※詳しくは、「ビックレイク」HPからも、ご確認いただけます。
※記載の料金は、アマチュアスポーツに使用する場合の料金です。

(使用内容により料金が異なりますのでご注意ください。)
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守山市民交流センター
〒５２４－0022 守山市守山二丁目16-45 TEL 583-2975

【開館時間】９:00～22:００（日・祝日は～17:00）
※夜間の貸館利用がない場合は、19:00に閉館します。

【休館日】第３日曜日、年末年始

【文化スペース】
施設詳細（利用人数目安）

9:00～12:00 13:00～17:00 17:00～22:00

多目的ホール 全面（２４０名） 2,600円 3,900円 6,000円

多目的ホール 半面（１２０名） 1,300円 1,950円 3,000円

研修室１（２４名） ４５０円 660円 1,700円

研修室２（２４名） ４５０円 660円 1,700円

会議室（２４名） ４５０円 660円 1,700円

和室１（２４名） ４５０円 660円 1,700円

和室２（２０名） ４５０円 660円 1,700円

※冷暖房費は別途加算となります。
※営利を目的とする活動および宗教、政治活動に該当する活動を行う場合は、ご使用いただけません。

【市民活動スペース】
施設詳細（利用人数目安）

9:00～22:00

ミーティング室（６名）

無料
サロンルーム（６４名）

交流室（２０名）

※公益的かつ非営利の活動（ボランティア・市民活動等）を行う団体または個人のみご使用いただけます。
※共益的な活動（趣味サークル、教室等）を行う団体または個人はご使用いただけません。

貸出備品詳細 金額

移動ステージ
（要組立）

1,200円

ワイヤレスアンプ ３６０円

プロジェクター ５００円

スクリーン ５００円

印刷（輪転機）・コピー 金額

マスター（製版） １００円/１回

印刷 ３円/１枚

印刷（用紙持ち込み） ２円/１枚

カラーコピー ５０円/１枚

白黒コピー １０円/1枚

【守山市民交流センターについて】
※上記会場の他にも、無料で使えるフリースペースもございます。
※市民活動スペースのご予約は、公共施設予約システムでは行えません。
専用の予約票を交流センター窓口までご提出ください。※電話、メール等でのご予約は承っておりません。

※市民活動スペースを初めてご使用いただく際には、事前登録が必要となります。
登録申請書は、交流センター窓口にて、配布しております。

※詳しくは、市HPからもご確認いただけます。



13.自分に向いている活動診断

診 断 の や り 方

① 生年月日（年・月・日）をすべて足し合わせる
② 合計が２桁になった場合は、さらに１桁になるまで足し合わせる。
③ 最終的に残った１桁の数字があなたのソウルナンバーです。
④ ソウルナンバーと同じ数の診断結果をご確認ください。

例）19６９年10月31日＝１＋９＋６＋９＋１＋０＋３＋１＝３０＝３＋０＝“３”
ソウルナンバー＝“３”

行動力と勇気を持つ
リーダータイプ

平和的な
ロマンチストタイプ

人付き合いの良い
秀才タイプ

冷静で努力家
大器晩成型タイプ

頼りがいと行動力の
野心家タイプ

バランス感覚抜群の
情熱的な理想家タイプ

マイペースで独自の世界
観を持つ孤独壁タイプ

良くも悪くも強力な
パワーを持つ行動派タイプ

芯は強いが心は繊細
秘密主義タイプ

リーダー、先駆者、行動力
負けず嫌い、アイデア、積極性
０から１、新規、創業、飽き性
頭の回転、せっかち、素直

共感、サポート、感受性
依存、思いやり、察知能力

点と点を結ぶ力
情報収集、調和、空想的

自由、楽しむ、クリエイティブ
子ども、好奇心、愛されキャラ
エンターテイナー、笑顔

常識外れ、天真爛漫、無邪気

安定、具現化、逆算、計画
知識、経験、プランニング
整理整頓、頭脳明晰、頑固
現実的、生真面目、ルーティン

冒険、スター、経験欲
表舞台、人気者、五感

好奇心、飽き性、チャレンジ
順応性、変化、中世的

愛、美的センス、愛情、優しさ
ファッション、美容、母性、感謝
お世話、相談役、バランス
洗練、執着心、嫉妬心、善意

本物志向、職人気質、真理追及
スペシャリスト、哲学、孤独
距離感、情熱、テリトリー
本質、精神世界、空間

実行力、無限大、成功、経営者
明確性、努力、野心家、勝利
プライド、人脈、エネルギー
プロデュース、負けず嫌い

完成、悟り、受容、経験、知恵
観察力、説得力、理解力
変幻自在、俯瞰的、仙人
精神年齢高め、堅実

〇観光の振興
〇まちづくりの推進
〇経済活動の活性化

〇保険・医療・福祉の増進
〇災害救援
〇人権・平和推進

〇まちづくりの推進
〇観光の振興
〇学術・文化・芸術・
スポーツの振興

〇社会教育の推進
〇環境の保全
〇科学技術の振興

〇国際協力
〇情報化社会の発展
〇男女共同参画社会
の促進

〇子どもの健全育成
〇消費者の保護
〇保険・医療・福祉の増進

〇農村漁村・中山間
の振興
〇科学技術の振興
〇社会教育の推進

〇経済活動の活性化
〇職業能力開発・雇用
機会拡充支援
〇国際協力

〇人権・平和推進
〇学術・文化・芸術・
スポーツの振興
〇地域安全



14．冊子を読んで活動を始めたくなったあなたへ

まずは、ひとりでできることからやってみる！STEP１

① 「地域の気になるところ」「楽しめそうなこと」を探してみよう！

② 気軽にできそうなことからはじめてみよう！

③ 気になったことはすぐ調べてみよう！

④ 市民交流センターに相談してみよう！

すでにある市民活動に参加してみよう！STEP２

① １番身近な市民活動＝自治会の活動に参加してみる！

② 行政が募集しているボランティア活動に参加してみる！

③ マッチングリストから気になる団体を探してみる！

④ 市民交流センターで団体をマッチングしてもらおう！

団体を設立してみよう！STEP３

① 解決したい課題のニーズを調査しよう！

② 仲間を集めよう！

③ 活動目的を決めよう！

④ 団体の形態（任意団体・法人）を決めよう！

⑤ 役員等役割を決めよう！

⑥ 規則・会則を定めよう！

⑦ 事業計画（予算・拠点・事業スケジュール等）を立てよう！

⑧ 市民交流センターの支援制度を使ってみよう！



15．マッチングリスト
マッチングリストとは…
守山市市民協働課に団体登録していただいている団体の中から、マッチングリスト掲載希望の団体
のみご紹介するものです。「市内で子ども向けの活動をしている団体に所属したい」や「一緒にイベント
を盛り上げてくれる団体と連携したい」など、市内で活動している団体を探したいときにぜひ、お使い
ください。

団体とのコンタクトを希望される場合は
市民協働課までお問い合わせください

掲載団体リスト

【保健・医療・福祉】
1回想法ボランティア『いきいき』
2日本車椅子レクダンス協会 守山支部
3外出支援ボランティアはぁーと
4小津おんらくクラブ
5ドリーム18会
6太陽グループ
7特定非営利活動法人 ぷくぷく
8メンタルスマイル
9社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
10太極拳同好会
11フードバンクびわ湖 守山支部
12若者自立支援ボランティアGroup 
居場所の会「レリーフ」

13雪燃え
14クラブサンタクロース
【まちづくりの推進】
15もりやま青年団
16守山一里塚活性協議会
17エイブラハム林間学校
18立入農活くらぶ
19垣根のない音楽会
20守山市立図書館友の会
21もりやま子育ておなかま会
【学術・文化・芸術・スポーツ】
22アートNPO.
23守山ビデオクラブ
24歩っ歩の会
25日本民謡 寿民謡会
26ウクレレ教室
27ケ アロハ フラサークル
28守山江州音頭保存会
29墨友会
30守山テニスクラブ
31守山音楽連盟
32守山市日本画教室
33池坊湖南支部
34守山市合気道連盟
35物部少年野球団
36健康太極拳
37守山剣友会
38東守山ミニバスケットボールスポーツ少年団
39守山クラブ
40レッドリボン軍
41守山民謡（踊）愛好会
42一般社団法人 マックスエンターテイメント
43全日本写真連盟滋賀県本部 守山支部
44守山碁友会

45中山道守山宿歴史文化保存会
46草 の 根 劇 場 「 劇 団 か い つ ぶり」
47守山の歴史を考える会
48守山古道研究会
49びわこ守山笑いヨガクラブ
50フリーピンポン 守山心陽クラブ
51心粋よさこい連
52守山市自転車競技連盟
53おしばな たんぽぽの会
54そば宇宙
【環境保全】
55夢・びわ湖
56守山ほたる会
【災害救助】
57守山防災チームみらいと
58赤十字奉仕団河西分団
59守山市赤十字奉仕団
【子どもの健全育成】
60みんなの居場所（「さざなみの会」主催）
61守山市地域里親会
62守山市農業クラブ「土はともだち」
63おづお話会
64守山市青少年育成市民会議
65守山錬心館
66立入が丘ジュニアスキッパーズ
67特定非営利活動法人 子育て研究会
68オアシス
69MY TREE しが
70もりやまこども日本語学習クラブ
71おうみ子ども・若者未来のタネプロジェクト
72Bochibochisloth
73手しごとの会
74オムスビの会
75こどもの居場所とあそび場 みんなのひみつきち
76IrisSeed
77ど真ん中に愛がある！SHIGAから日本の教育を
面白くする会

【情報化社会】
78ライフカウンセラー友乃会
79守山パソコン愛好会
【消費者の保護】
80守山市消費生活学習会
81河西消費生活学習会











































・何か活動を始めたい方
・他の団体と一緒に何か始めたい団体
は市民協働課までお問い合わせください。

１６．豊かな市民活動のまち応援事業
豊かな市民活動のまち応援事業とは…

地域活性化や地域課題の解決を目的に、本市のふるさと納税を活用して市民団体などが自主的・継
続的に取り組む事業を支援する事業です。
応募のあった団体を、公益性や発展性などを外部委員会により審査のうえ、認定団体として登録しま
す。その後、本市認定団体を指定したふるさと納税の寄付があった場合に、寄付額から返礼品代や事
務費などの経費を差し引いた金額（寄付額の50％を上限）を補助金として交付します。

令和５年度認定団体 赤野井歴史の会

なかよしマルシェ

一般社団法人フードバンクびわ湖

令和６年度認定団体 ママパスポートもりやま

しが縁結びプロジェクト

NORA

特定非営利活動法人四つ葉のクローバー

※ふるさと納税とは、生まれた故郷や応援したい自治体に寄付ができる制度です。手続きをすると、寄付
金のうち2,000円を超える部分については所得税の還付、住民税の控除が受けられます。寄付金の使
い道を指定でき、地域の名産品などのお礼もいただける魅力的な仕組みです。

※制度上、守山市に住民登録のある方のご寄付に対する返礼品の発送は行っていません。

□認定団体に関するお問い合わせ：市民協働課 TEL 582-1149
□ふるさと納税に関するお問合せ：企画政策課 TEL 582-0539



なんとなくやっていたことに、根拠と自信を。
活動を頑張るあなたのためのスキルアップセミナー

スケジュール

Vol.① 2025年９月27日(土曜)
Vol.③ 2025年12月６日(土曜)
Vol.⑤ 2026年２月28日(土曜)

Vol.② 2025年10月18日(土曜)
Vol.④ 2026年１月24日(土曜)
※全て午前10時からスタート

セミナー会場

守山市民交流センター サロンルーム
お車でお越しの場合は、

守山市役所の有料駐車場をご利用ください。
※セミナー終了後に無料チケットをお渡しします。

申 込 方 法

右のQRコードをスマホで読み取り
申込専用フォームからお申込みください。
※各講座開催７日前までに申込フォームまたは
窓口もしくはお電話にてお申込みください。

※託児を希望される方は、申込フォームから
託児希望の申請が可能です。 ≪申込フォーム≫ ≪ホームページ≫

＜お問合せ＞ 守山市環境生活部市民協働課協働推進係 TEL：077－582－1149
MAIL shiminkyoudou@city.moriyama.lg.jp

情報化社会で大切な５つのポイント

メディア発信力 効率的な
会議運営力

印象的な
組織シンボル

魅力的な
コンテンツ作り

伝える力

令和７年度守山市まちサポセミナー（市民活動・まちづくりに関わる方向け）



元新聞記者が伝授！メディアの目に留まる広報術セミナー

意見を引き出し、まとめる技術─会議を前に進めるファシリテーション

作れるWS：LOGO Maker〜プロのデザイナーと一緒に伝わるロゴデザインを〜

伝わる！広がる！SNS投稿のつくり方

OKがもらいやすくなる！営業マンも使ってる心理学を使ったトーク術セミナー

「あの団体はなぜかよく新聞やテレビで取り上げてもらってい
るな」と感じたことはありませんか？
「新聞やテレビによく取り上げられている団体」になるには手
順や法則があります。この講座では、そういったプレスリリー
スの基本やセオリ—、注意点を学び、メディアの目に留まる活動
の発信方法が学べます。メディアに取り上げられることで団体
の認知度や活動の可能性が一気に広がります。ぜひこの講座で
あなたの団体もメディアが注目する団体を目指しましょう！

〈講師）松田 雄亮（株式会社Avollto 代表）
大阪芸術大学写真学科を卒業後、中日新聞社にて写真記者として
勤務。2021年からは大津支局で記者業務も担当し、地域のニュー
スを数多く取材してきました。
報道現場で培った「伝える力」を活かすべく、2024年に独立。PR
コンサルティング事業を立ち上げ現在はメディア視点を活かした
広報支援のほか、企業・団体・人物の魅力を伝える写真・映像の
制作を行っています。
伴走型の外部パートナーとして、クライアントの成長を支えるこ
とを使命としています。

９月27日（土曜）10:00～11:30

会議を行う際「話がまとまらない」「意見が出ない」と感じた
ことはありませんか？この講座では、模造紙とポストイットを
使いながら、意見の引き出し方・可視化の工夫・話し合いの収
束のさせ方を体験的に学びます。難しいテクニックではなく、
誰もがすぐに実践できる“問い方”と“つなぎ方”を身につけ、
あなたの会議が一歩前に進む場になるコツを探りましょう。

〈講師）田口 真太郎
（成安造形大学 未来社会デザイン共創機構 講師）

成安造形大学 未来社会デザイン共創機構 専任研究員。NPO法人
ナイマゼ代表理事。滋賀県を拠点に、まちづくり・地域づくりの
現場で住民参加型の対話や会議の進行を数多く担当。2025年に共
著で出版した『はじめてのコミュニケーション×グラフィック
ス』では、会話の見える化や問いの設計など、ファシリテーショ
ンに役立つ視点を紹介。グラフィックは専門ではないが、図解や
図式化を取り入れた対話支援を実践しています。

10月18日（土曜）10:00～12:00

チラシやSNSのアイコンで使用される団体や企業の「顔」となる
「ロゴ」はお持ちですか？団体の理念や活動目的が感じられる
ロゴがあるだけで、団体の認知拡大やイメージ戦略にも大きく
貢献します。ただ、資金面や日頃の活動に追われる中で後回し
になりがちです。このWSでは、そんな団体運営にとって大切な
ロゴをプロのデザイナーにデザインのポイントを学びながら、
自分たちの想いを乗せて作れる内容となっています。

〈講師）勝井 寛昭
（株式会社ミャクアート 代表）

「ミャクを感じる、活きたアート」をスローガンに、2010年滋賀
県甲賀市に会社を設立し、ライブペイントやシャッターアートを
きっかけに様々なアートに纏わる事業を展開してきました。脈動
感を大切に、壁画や看板、ロゴ、キャラクターデザインなど多様
な手法で人々の心に響く表現を追求しています。

12月６日（土曜）10:00～11:30

相手にお願いをする時、思っていることが上手く伝えられな
かったり相手に全く刺さっていないと感じることはありません
か？日々多くの商談を行う営業マンは、商談の成約率を高める
ために気を付けているポイントがいくつもあります。そのポイ
ントはビジネスシーンだけでなく、団体運営に欠かせない仲間
集めや寄付・協賛集めなどにも応用できます。この講座では、
そういった提案が苦手、思いを言葉にするのが苦手な方に向け
た、営業マンが商談で使用する簡単だけど効果抜群な心理術を
学びます。

〈講師）福阪 玲佳
（守山市役所市民協働課 職員）
（元株式会社リクルートホットペッパー事業部営業）

前職では、株式会社リクルートホットペッパー営業部にて、500 社
以上の飲食店および美容室を担当。営業マン時代、新規営業では、
飲食店や美容室に飛び込み営業を行い、営業に対し嫌悪感を持って
いる相手から契約をいただくための術をたくさん習得しました。場
設定・話す順番・テンポ・質問の使い方・そして心理術で提案は格
段に変わります。この講座でトークスキルを学び口下手を卒業しま
しょう！

２月28日（土曜）10:00～11:30

〈講師）東田 七星
（株式会社しがトコ アシスタントディレクター）

京都コンピュータ学院で動画制作などを学び、2024年より株式会
社しがトコに所属。自社メディア「しがトコ」をはじめ、
一部の滋賀県のデジタル広報誌「滋賀プラスワン」の動画コンテ
ンツや、子ども向けびわ湖学習動画などの企画・編集を手がける。
SNSで共感される動画を日々探求中。

１月24日（土曜）10:00～11:30

「投稿しているけれど、なんだか見栄えが悪い」「頑張って
作ったのに誰にも見てもらえない」――そんなお悩みはありま
せんか？
この講座では、サムネイルや写真、文章のちょっとした工夫で、
SNS投稿が“伝わって広がる”コツをわかりやすくお伝えします。
パソコンや特別なソフトは不要。スマホひとつで大丈夫です。
「届けたい人に、きちんと届く」投稿づくりを、一緒に楽しく
学びましょう。
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守山市役所

チカ守山

守山銀座ビル

あまが池
プラザ

市民球場

下之郷
史跡公園

物部小

金森町西
金森町

吉身3

八代

泉町

焔魔堂町
近江鉄道ビル

勝部４丁目

古高町

赤野井町南

笠原町

今市町北

十二里町

大林町

山賀

杉江町

石田町

服部町

速野

川田町喜多

播磨田町南

播磨田町北

洲本町

洲本町西

立田町

水保町中野

琵琶湖大橋東詰

矢島町南

JAファーマーズマーケット
おうみんち

木浜漁港

服部遺跡

野洲川
中洲親水公園

野洲川歴史公園
サッカー場「ビッグレイク」

埋蔵文化財
センター

北川原公園

サイクリストの聖地碑

BIWAKOモニュメント

小津神社

赤野井

赤野井
西別院

もりやま芦刈園

佐川美術館

赤野井湾

第１なぎさ公園
（ひまわり畑・菜の花畑）

ハマヒルガオ群生地

もりやま
フルーツランド

市立北部図書館

速野小

東別院
大庄屋
諏訪家屋敷

近江妙蓮公園

滋賀県立
総合病院

守山ふれあい公園

済生会守山
市民病院

伊勢遺跡史跡公園

新庄コスモス園

笠原の桜

477

477

中山道街道
文化交流館

うの家

琵
琶
湖

河川公園
勝部
神社

火まつり
交流館

住吉神社

守山公民館

えんまどう公園

少林寺

玉津小

小児保健
医療センター

市立図書館

美崎公園

速野小学校前

今浜コスモス園 もりやまエコパーク
環境センター

もりやまエコパーク
交流拠点施設

市民運動公園

市民体育館

ほたるの森資料館

立命館
守山中・
高 県立守山中・高

守山小
守山南中

小津小

守山北中

河西小

吉身小

立入が丘小

立入公園

野洲川立入

明富中

守山中 すこやか
センター

中洲小

下新川神社

名
古
屋

大
阪神

戸

京
都

滋賀県
SHIGA

位置〈市役所〉

北緯35゜03'32''／東経135゜59'40''

面 積 55.73平方キロメートル

人 口 85,737人

（令和6年6月末現在）

速野公民館

中洲公民館

●北公民館

玉津公民館
地域総合センター 河西公民館●

●小津公民館

吉身公民館

市民ホール
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